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　課税仕入れ等（税込み）を税率ごとに区分して合計することにつき困難な事情（Ｐ40参照）があ

る中小事業者については、以下の「（１）小売等軽減売上割合の特例」又は「（２）簡易課税制度の

届出の特例」が認められています。

【小売等軽減売上割合の算出方法】

小売等

（注１）軽減売上割合

 （注 1）

売上げを税率ごとに管理で

きず、売上税額の計算の特

例として「軽減売上割合」

を使用した場合、その使用

した「軽減売上割合」を「小

売等軽減売上割合」とみな

して仕入税額を計算します。
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簡易課税制度の届出の特例

　簡易課税制度の適用に関して、「消費税簡易課税制度選択届出書」（以下「簡易課税制度選択届

出書」といいます。）を提出した課税期間から簡易課税制度を適用することができます。

　イ　対象事業者

　課税仕入れ等（税込み）を税率ごとに区分することについて困難な事情がある中小事業者が、

適用できます。

　ロ　適用対象期間

ハ 調整対象固定資産や高額特定資産を取得した場合等の簡易課税制度選択届出書の提出制限を受

ける事業者に対する措置


